
第２回「 外国人の在留資格と家事事件 」 

 

法律事務職員の皆様へ  

MOC 研修会のお知らせ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

参 加 申 込 

お 名 前(                   ) キャリア年数（    年    ヶ月） 

事 務 所 名(                           ) 

メールアドレス(                                    ) 

  以下、該当項目を○で囲んで下さい 

＊研修会後の懇親会〔 参加 ・ 予算次第 ・ 不参加 〕 

＊研修会資料〔 自分で印刷持参 ・ 当日会場配布を希望 〕 

＊会報やＨＰへの写真掲載〔 構わない ・ 不可 〕 

質問 

 

 

申込・連絡先 

上大岡法律事務所 藤本 剛 まで TEL 045-840-2444  FAX 045-840-2432 

当日の資料は、ＭＯＣホームページ(http://www.moc-lo.net/)へ事前に UP する予定です。 

ダウンロードにはパスワードが必要となりますので会員外の方は申込みの際は必ずメールアドレスを 

お知らせ下さい。パスワードをメールにてお知らせいたします。 

 

平成２９年末の在留外国人数は，２５６万１,８４８人であり年々と増加傾向にあ 

ります。そこでよく耳にするのは『在留資格』という言葉。しかし，そもそも『在   

留資格』ってなに？どんな資格があるの？資格によって違いはあるの？ 

また，依頼人（外国人）と相手方（日本人）が離婚した場合， 

『在留資格』ってどうなるの？等の外国人の『在留資格』 

にまつわる手続きや外国人事件の経験談（主に家事事件）を 

横浜はばたき法律事務所の弁護士の飯田学史先生をお招きし 

お話いただきたいと思います。 

皆様のご参加お待ちしております。 

日 時：２０１９年１月２５日（金）１８時４５分～２０時４５分頃 

場 所：横浜市開港記念会館（横浜市中区本町１−６） 

講 師：弁護士 飯田 学史 先生（ 横浜はばたき法律事務所 ） 

受講料：ＭＯＣ会員無料 会員外の方４００円 

※研修後、懇親会を行いますので、ぜひご参加下さい！ 

 

http://www.moc-lo.net/

